
中標津町障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する 

条例 

 

　日々の暮らしの中で、お互いの意思や感情を伝え合うためにコミュニケーションはな

くてはならないものですが、その方法は人によって様々です。 

例えば、聴覚に障がいのある人にとっての「手話」や「要約筆記」、視覚に障がいの

ある人にとっての「点字」や「音訳」など、それぞれの障がいの特性に応じた多様なコ

ミュニケーション手段があります。 

　しかしながら、このような障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解や

利用しやすい環境の整備は十分に進んでいるとは言えず、円滑にコミュニケーションを

図ることが困難であるがゆえに生じる社会的障壁が現実に存在します。 

こうした社会的障壁を取り除くためには、コミュニケーション手段の選択と利用の機

会の確保が必要であり、障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手

段の利用に対する合理的な配慮が求められます。 

ここに、障がいの有無にかかわらず、全ての町民が社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加することができる中標津町を目指し、この条例を制定します。 

(目的)  

第１条　この条例は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関

する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するための施策を推進す

ることにより、共に学び、共に働き、誰もが心を通わせることができる共生社会を実

現することを目的とします。 

（用語の定義） 

第２条　この条例において使用する用語を、次のとおり定義します。 

（１）障がいのある人　身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含みま

す。）その他の心身の機能の障がい（以下「障がい」と総称します。）がある人

であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にある人をいいます。 

（２）障がいの特性に応じたコミュニケーション手段　言語（手話を含みます。）、要

約筆記、点字、音訳、筆談、代筆、代読、実物又は絵図の提示、分かりやすい表

現、重度障がい者用意思伝達装置その他の障がいの特性に応じて利用される手段

をいいます。 

（３）社会的障壁　障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 

（４）町民　町内に住所を有する人、町内で働く人及び町内で学ぶ人をいいます。 

（５）事業者　町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいいます。 

（基本理念） 

第３条　障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障がいのある

人が自らコミュニケーション手段を選択し、かつ、利用する権利を有し、その権利は

尊重され、障がいの有無によって分け隔てられることなく、全ての町民が相互に人格



と個性を尊重し合うことを基本とします。 

　（町の責務） 

第４条　町は、前条の基本理念（次条において「基本理念」といいます。）に対する町

民及び事業者の理解を広めるとともに、障がいのある人の社会的障壁を取り除くため

の施策を推進します。 

　（町民及び事業者の役割） 

第５条　町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努め

るものとします。 

２　事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努める

とともに、障がいのある人の社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行

うよう努めるものとします。 

　（施策の推進） 

第６条　町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進するため、

次の施策を推進します。 

（１）障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解の促進に関する施策 

（２）障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する施策 

（３）障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関

する施策 

（４）前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

　（災害時における措置） 

第７条　町は、災害その他の非常事態において、障がいのある人が必要な情報を迅速か

つ的確に取得し、円滑にコミュニケーションを図ることができるよう、必要な措置を

講ずるよう努めるものとします。 

　（障がいのある人等の意見の尊重） 

第８条　町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施

策を推進するに当たっては、障がいのある人、障がいのある児童の保護者その他の関

係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとします。 

　（障害者計画との関係） 

第９条　町が障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項に規定する市町村障害

者計画を策定し、又は変更する場合には、当該計画がこの条例の規定の趣旨を踏まえ

たものとなるようにします。 

　（財政上の措置） 

第10条　町は、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施

策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 

　（委任） 

第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行します。


